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財政健全化に向けた各会派からの提案 及び 市の考え方 

１ 公共施設配置の適正化 

項目名 提 案 内 容 市の考え方[所管課] 

小学校の統

廃合を含ん

だ学区再編 

[真誠会] 

学区の再編を行い、小規模となっ

た小学校を統廃合し、その土地を

有効利用する。 

児童・生徒の良好な教育環境を確

保するため、小規模校については、

児童生徒数の将来推計、地域住

民・保護者の意見、学校施設・設

備の状態など様々な事情を考慮し

て、学校規模の適正化に向けた対

策を検討し、必要な対策を講じて

いきます。[教育総務課] 

小学校の授

業で民間プ

ールを活用 

[公明党] 

小学校の授業で民間プールを利用

してはどうか。今の水泳の授業で

は、なかなか泳げるようにはなれ

ないので、指導も民間に任せては

どうか。 

プールの老朽化もあり千葉県佐倉

市の事例を研究していただきた

い。 

小・中学校のプールについては老

朽化が進んでいるものの、更新に

は大きな財政負担を伴うため、課

題が大きいと認識しています。 

このため、複数校のプール共用や、

民間プールの活用について、移動

手段の確保や他の教科の授業時間

との調整など課題はありますが、

先進自治体の事例を研究していき

たいと考えています。 

[学校管理課] 

小・中学校

の水泳授業

でスイミン

グスクール

を活用 

[未来市民] 

 

学校のプールの改築や改修時に、

プールを廃止・撤去し、水泳の授

業を市内のスイミングスクールで

行う。 

猛暑で中止されていた水泳の授業

が再開・継続でき、教師の負担も

解消される。また、インストラク

ターの指導で、子どもの技術がア

ップする。プールの改築費や改修

費が不要になる。プールを撤去し

た跡地が運動場で活用できる。 
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項目名 提 案 内 容 市の考え方[所管課] 

市営住宅の

あり方の見

直し 

[真誠会] 

建て替え、大規模な整備を行わず、

本来の目的に加え福祉、若者の定

住策、民需喚起を目的に借り上げ

主体の運営にシフトする。 

施設の老朽化や耐震性、バリアフ

リーの状況等を考慮して、概ね昭

和 57 年以前に建設された住宅に

ついては集約化を進めていきま

す。 

継続利用する住宅については、住

宅困窮者対策という市営住宅の本

来の目的とのバランスを考慮しつ

つ、一部についてグループホーム

として活用しているほか、平成 30

年４月から地域活性化を目的に兵

庫県立大学看護学部の学生が入居

するなど、他目的への活用を進め

ているところであり、福祉や若者

定住を目的とした活用をさらに進

めていきます。 

また、市営住宅の集約化を促進す

るためには、民間住宅の活用が重

要と考えており、先進事例を調査

するなど、どのような手法が有効

か検討していきます。[住宅課] 

市営住宅の

見直し及び 

空き家の活

用 

[未来市民] 

老朽化した市営住宅を廃止する。

その代替として、民間の空き家を

活用し、子育て世代の賃貸住宅と

して、家賃の一部を補助する「子

育て世代の賃貸住宅家賃補助制

度」を創設する。 

市内でも増加している空き家を活

用して、子育て世代へ家賃補助す

ることにより、結婚が増え、２子・

３子を生むことになる。さらに、

家主は空き家の改修意欲が高ま

る。 

少年自然の

家 

[公明党] 

現施設は、住宅地に隣接している

ため体育館の窓が開けられない

等、利用に制約がある。現施設を

売却し、再開発計画検討中の明石

港周辺に少年自然の家の機能と、

サイクリスト向けの機能やキャン

プ施設等を兼ね備えた施設を建設

してはどうか。 

現施設の民間移譲について事業者

の意向を調査してきましたが、移

譲を希望する事業者はいない状況

です。 

明石港周辺の利活用については、

県の「明石港東外港地区再開発計

画」において、中心市街地の南の

拠点を形成するため、アイデア募

集などでいただいた、多くの意見

を参考とした施設整備により、賑

わいを生み出す活用を図ることと

されています。県では、これまで

２回のサウンディング調査で事業

者との意見交換を行うなど検討が

進められており、市としても明石

港周辺の利活用について県と連携

を図りながら進めていきます。 

[青少年教育課・都市開発室] 
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項目名 提 案 内 容 市の考え方[所管課] 

明舞・江井

島・高丘の

各サービス

コーナーの

あり方の見

直し 

[民主連合] 

 

今後もご高齢の方等、公的窓口で

の証明書発行のニーズはなくなら

ないと考えられるため、利用者の

多い西明石を除く３か所のサービ

スコーナーのあり方について２つ

提案する。１つには、コミセンや

地域総合支援センターなど地域の

他の施設とのバランスを考慮しつ

つ、従来の証明書発行業務に加え

て、社会福祉活動等様々な地域活

動の拠点としての機能を持たせる

ことで、利用者の増加に繋げては

どうか。あるいは２つ目として、

上記提案にはスペースの確保等の

課題も考えられることから、抜本

的な利用者増加策が難しい場合に

は、大阪府吹田市で実施している

ように証明書発行件数に応じて週

３回の開所や週２回の開所とする

ことも検討してはどうか。 

平成 29 年 11 月からマイナンバー

制度における自治体間の情報連携

が開始され、証明書発行件数は従

前より少し減少しており、明舞・

江井島・高丘サービスコーナーに

ついては、今後、利用者が増える

状況ではないと考えています。 

もうしばらく状況を見極める必要

がありますが、ご提案の手法も参

考に、廃止を含め施設のあり方の

見直しを検討していきます。 

[市民課・大久保市民センター] 
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項目名 提 案 内 容 市の考え方[所管課] 

公立保育所

及びこども

園のあり方

の見直し 

[民主連合] 

市として現在は待機児童緊急対策

の名の下で保育所の受け入れ枠拡

大に取り組んでいるが、将来的に

は少子化の進展に伴い保育ニーズ

が減少する事態も考えられる。そ

の際に公立保育所（及びこども園）

と私立保育所（及びこども園）間

で児童の確保に係る問題が起きな

いようにするためにも、平成 28年

3月に策定した「明石市立就学前教

育・保育施設再構築基本計画」の

実施に向けた取り組みなど、将来

を見据えた公立保育所等の方向性

の見直しも並行して進めるべきで

はないか。 

保育所、認定こども園をはじめと

する就学前施設については、将来

的には、明石市の人口動向や保育

需要の変化を捉え、施設の形態や

公立、私立の役割分担、中長期的

な施策展開を考えていく必要があ

ることも認識しています。 

こうした考え方に基づき、公立の

就学前施設に関する中長期的な計

画である「就学前教育・保育施設

再構築基本計画」では 10年間の整

備計画内容として、市立認定こど

も園を中学校区に１園の配置とす

る一方、一部の市立幼稚園・保育

所を民間へ移管することとしてい

ます。 

しかし、就学前児童の増加、保育

ニーズの高まりなどにより待機児

童が多数発生している現状、喫緊

の重要課題としてその解消に向け

受入枠の拡充を進めているところ

です。さらに来年度には国の施策

で幼児教育・保育の無償化が実施

されるなど計画策定時とは状況が

大きく変わっています。 

このため、今後、適切な時機を捉

えて計画の見直しや各施設のあり

方を再度精査する必要があると考

えています。 

[待機児童緊急対策室] 
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２ 事務事業の見直し 

項目名 提 案 内 容 市の考え方[所管課] 

庶務業務の

集約化（ペ

ーパーレス

化と電子決

裁の推進） 

[民主連合] 

「地方行政サービス改革の取組状

況等に関する調査結果」によると、

庶務業務の集約化（庶務事務シス

テム等を使用して発生源入力を行

い、各部局の庶務担当者の業務を

削減する取組）について、本市は

給与・休暇・福利厚生面では導入

済みであるが、旅費に関しては導

入に至っていないとのことであ

る。西宮市や加古川市等では旅費

も含めて導入済みであり、今後対

象範囲を拡大し、ペーパーレス化

及び電子決裁の推進に繋げてはど

うか。 

ペーパーレス化及び電子決裁の推

進は、事務の効率化・省力化によ

る経費削減の有効な取り組みのひ

とつと認識しています。 

本市では、庶務事務システムを導

入し、給与・休暇・厚生・財務会

計等の事務の発生源入力を行い、

このうち休暇や時間外勤務の管理

等については電子決裁を導入して

います。 

今後、ご提案の旅費を含め、発生

源入力及び電子決裁の範囲拡大に

向けて、先進自治体の調査等、検

討を進めます。 

[職員室・総務管理室] 

明石薪能開

催事業につ

いて 

[民主連合] 

事務事業点検シートにおいて、市

が実施する必要性・金額の妥当

性・公平性の 3 つの項目で「×」

の評価になっている。薪能開催の

あり方について検討していくとの

ことだが、「こども仕舞」や、初

心者向けに解説を行う「お能を楽

しむための会」は非常に意義深い

取り組みであると思うので引き続

き堅持しつつ、例えば開催の頻度

を毎年から２年に１回へ変更する

など、抜本的な見直しも必要では

ないか。 

薪能は従来、県と市が連携し、入

場料収入及び県・市双方からの補

助金等を財源に運営しており、市

からの補助金額については、平成

26年度に見直しを行ったところで

す。 

来年度は明石市制施行 100 周年及

び明石城築城 400 周年記念事業と

して実施しますが、それ以降につ

いては改めてあり方の見直しを検

討していきます。[文化振興課] 
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３ 市民サービスの向上 

項目名 提 案 内 容 市の考え方[所管課] 

シルバー人

材センター

における民

間連携 

[真誠会] 

シルバー世代の就労意欲に応える

ため、市だけでなく民間事業者と

の連携を強化することにより、新

規受注開拓や会員増加を促進し、

センターの自立を図る。 

シルバー人材センターについて

は、高齢者地域就業促進事業(平成

26・27 年度実施)により就業開拓

員を配置するなど、従来、市とセ

ンターが連携して会員増加や新規

受注開拓に取り組んでおり、会員

数、契約金額とも増加しています。 

センターでは、就業開拓員の配置

終了後も、主に民間事業者に対す

る積極的な新規受注開拓等を行っ

ているほか、高齢者に対して就業

に必要な知識及び技能を付与する

ことを目的とした講習等も開催し

ているところであり、市としても

支援の強化を図っていきます。 

[高年介護室] 
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４ 歳入の確保 

項目名 提 案 内 容 市の考え方[所管課] 

大久保北部

遊休地の活

用促進 

[真誠会] 

第二神明道路北線延伸に伴い、大

久保北部の遊休地を工業団地等と

して開発し、雇用を増やすことに

より、固定資産税、法人税、市民

税等の歳入確保につなげる。 

大久保北部の遊休地については、

市街化調整区域内にあるととも

に、その多くが点在し、境界未確

定の土地であることなど活用にあ

たっては課題が多いことから、全

体的な開発計画の策定に至ってい

ません。財政健全化の観点から処

分できる土地から売却する方針で

すが、今年度実施したサウンディ

ング調査でも申込がないなど、民

間事業者からのニーズがほとんど

なく売却が進んでいません。 

現時点では、第二神明道路北線延

伸に伴う石ヶ谷での第二神明道路

との接続は、出入口のないジャン

クション機能のみの計画となって

いますが、大久保北部の遊休地の

開発に向けた契機と捉え、中長期

的な取組みになりますが、市街化

調整区域の開発について調査・検

討していきます。[都市開発室] 

古本寄付ボ

ックスの設

置 

[真誠会] 

 

図書館及び連携書店に古本寄付ボ

ックスを設置し、いらなくなった

古本を回収し、民間事業者に買い

取りをさせる。これによって得た

収入は図書館運営費等に充てる。 

古本については、現在、あかし市

民図書館及び西部図書館において

寄贈を受け、同図書館のほか学校

園や高齢者ふれあいの里、県立図

書館、刑務所での再活用を図って

います。 

また、昨年１月には「一箱古本市」

を開催し、古本の再活用の促進を

図るとともに、出店者から徴収し

た参加費を「こども夢文庫」の図

書購入に充てたところです。 

古本の民間事業者での買取りにつ

いては、寄贈者からの同意、費用

対効果などの課題を十分精査のう

え、民間事業者との連携・協力を

含め、古本の再活用の仕組みづく

りを検討していきます。 

[政策室本のまち担当] 
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項目名 提 案 内 容 市の考え方[所管課] 

文化博物館

に企業広告

スペースを

確保 

[真誠会] 

文化博物館に企業広告や寄付をい

ただいた個人、団体の名称を記載

するプレート等を設置するスペー

スを設け、収入を得る。 

寄付については、自治会など地域

団体での活動や、市の審議会等の

委員としての活動等と同様、市民

が市政に貢献いただく一つの手段

であり、財政健全化に向けても重

要な方策であると考えています。 

寄付をいただいた個人や団体を顕

彰することは、寄付の増加につな

がると考えられるため、ご提案の

施設等に名称を記載する方法のほ

か、ホームページに名称を記載す

る方法、表彰制度など顕彰の方法

について検討を進めます。 

一方、ネーミングライツについて

は、市民に愛着のある施設名称を

変更することとなるため、慎重に

判断する必要があると考えていま

す。[財政健全化担当] 

公共施設の

ネーミング

ライツ等の

実施 

[真誠会] 

公共施設のネーミングライツを実

施する。また、施設名称に限らず

道路名称の標識や下水マンホール

など日常的に目にする構造物等に

も寄付をいただいた個人、団体、

企業の名称を記載することにより

収入を得る。 

基金の積極

的な運用 

[真誠会] 

現在ある基金の一部について、元

本が保証される範囲で債券購入に

よる運用を行うなど、積極的な資

金運用を行う。 

基金の運用については、定期預金

を基本に、一部、入札による金融

機関への短期(２～３ヶ月程度)の

貸し付けを行っているところで

す。引き続き、元本が保証される

範囲で、効果的な運用に努めます。 

[財務担当] 

積極的な宝

くじ購入の

ＰＲ 

[真誠会] 

宝くじの収入の一部は地方自治体

に入ってくるため、市がより積極

的に宝くじの購入のＰＲを行う。 

宝くじの購入のＰＲについては、

宝くじの収益の一部が自治体の収

入になることや、宝くじの収益を

活用して実施した事業等を、年２

回程度、広報あかしに掲載してお

ります。今後は市ホームページや

ＳＮＳ等を活用し、より積極的に

ＰＲしていきます。[財務担当] 
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項目名 提 案 内 容 市の考え方[所管課] 

産業振興の

推進 

[公明党] 

ふるさと納税は大変充実して、税

収の確保も期待できる。更なる歳

入の確保には、産業振興や企業誘

致、観光に力を入れるべきである。 

明石ブランドの海外販路につい

て、マレーシア、シンガポール、

タイ以外にも販路拡大に取り組ん

で欲しい。また、海産物だけでな

く、市内の工業製品なども明石産

品として周知に取り組むべきであ

る。 

インバウンドも含めて観光客の更

なる拡大に向けて、魚の棚商店街

でも、電子マネー決済ができるシ

ステムの構築が必要ではないか。 

産業振興や企業誘致、観光は歳入

の増加及び新規雇用の創出につな

がるものであり、今後とも多様な

取り組みを展開していきたいと考

えています。 

明石産品のブランド化、海外販路

の拡大に向けた取り組みについて

は、今後、農産物、加工製品を含

めた対象産品の拡大を図るととも

に、東南アジアを中心としつつ、

他の地域も含めた新たな対象国の

開拓に取り組んでいきます。 

電子マネー決済については、民間

事業者により多くの種類のサービ

スが提供されており、基本的には

個々の店舗が加入すれば利用が可

能となります。インバウンド需要

に効果的に対応するには各サービ

スのシェアや継続性等を考慮して

判断する必要があるため、市とし

ても業界の動向を注視し、商業者

に必要な助言ができるよう取り組

んでいきます。[産業振興室] 
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項目名 提 案 内 容 市の考え方[所管課] 

大蔵海岸の

活性化 

[民主連合] 

大蔵海岸はＪＲの駅からも近いな

ど交通利便性が高く、美しい景観

を有し、海水浴場として優れた場

所である。しかし、施設が乏しく

集客力が不足しているように感じ

る。そこで、バーベキュー場等の

現行施設に加え、海の家などの施

設誘致を行い、活性化に繋げては

どうか。 

バーベキューサイトについては、

運営する民間事業者により、現在、

全面建て替え工事を行っており、

軽飲食等のサービスを提供し、眺

望デッキを備えるとともに、海の

家としても活用できる集客施設と

して、本年４月にオープンする予

定です。 

また、大蔵海岸については、中心

市街地の活性化をはじめ、今後の

明石港東外港地区の再開発、市役

所庁舎の建て替え等の検討状況も

踏まえながら、さらなるにぎわい

づくりや収益性の向上に向けて企

業ニーズ調査等を行うなど、新た

な施設誘致に、引き続き取り組ん

でいきます。 

これらの取り組みを通じて１年を

通じて大蔵海岸の活性化を図れる

よう引き続き努めてまいります。 

[海岸課・政策室] 
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５ 公民連携の取り組み 

項目名 提 案 内 容 市の考え方[所管課] 

明石海浜公

園の公民連

携による活

性化 

[真誠会] 

明石海浜公園においてＰＦＩ手法

等を活用して、リニューアル及び

整備を行うことで活性化を図り、

市民の憩いと喜びを創出する公園

とする。 

明石海浜公園については、本年度

サウンディング調査を実施するな

ど、民間事業者が新たなサービス

を行うことで活性化できないか検

討しているところです。 

現時点では、民間事業者のみの負

担で施設の新設や大規模な改修を

行うことは難しいと考えています

が、引き続き、民間事業者との意

見交換を行い、大きな負担を伴わ

ない形で新たなサービスを実施で

きないか検討していきます。 

なお、明石海浜公園に隣接する臨

時球技場の西側半分については、 

(一社)兵庫県サッカー協会が、自

己負担でサッカー専用コート等を

行政財産使用許可により整備する

方向で、関係機関と協議を行って

いるところです。 

[緑化公園課] 

クラウドフ

ァンディン

グの推進 

[真誠会] 

民間団体が実施する事業に補助金

等を支出しているケースがある

が、その団体へクラウドファンデ

ィングの利用方法等をレクチャー

し、運営資金を自主的に集めてい

ただくことにより補助金等を減額

していく。 

民間団体に対する補助金等につい

ては、漫然と継続するのではなく、

補助先団体の自立を図り、段階的

に減額していくといった取り組み

が重要であると考えています。 

クラウドファンディングは団体の

自立のために必要な自主財源の確

保の有効な手段のひとつではあり

ますが、継続的に資金調達するに

は不向きなこと、対象の企画を十

分吟味する必要があることなど課

題があることから、先進自治体の

事例を研究していきたいと考えて

います。 

[市民協働推進室・財務室] 
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項目名 提 案 内 容 市の考え方[所管課] 

公園等への

民間活力導

入 

[真誠会] 

明石北わんぱく広場や都市公園な

どの公共施設を活用し、市民や民

間事業者に、マルシェ等のイベン

トへの出店やコーヒーショップ等

の設置を行ってもらうことによ

り、地代等の収入を得ながら、市

民サービスの向上につなげる。 

明石北わんぱく広場のほか、市内

の比較的大きな公園については、

本年度サウンディング調査を実施

するなど、民間事業者が新たなサ

ービスを行うことで活性化できな

いか検討しているところです。 

引き続き、民間事業者との意見交

換を行い、新たなイベントの開催

や、各種イベントに合わせた軽飲

食の提供等の実施に向けて取り組

んでいきます。[緑化公園課] 

明石駅前再

開発ビルの

屋上に飲食

店等を開設 

[未来市民] 

現在はあまり利用されていない屋

上ガーデンにカフェなどの飲食店

を開設し、明石公園の景色と憩い

を求める若者や女性を集めるとと

もに、周辺飲食店の収益向上と地

域の活性化につなげる。 

明石駅前再開発ビルの屋上広場に

ついては、現在、所有者である施

設の管理組合が、期間限定で土日

祝日のみ開放している状況です。 

組合としては、お城など明石公園

の絶好ビューポイントとして認識

しているところであり、施設内店

舗事業者等との協力による天文観

測など実施されています。 

今後も、組合としては良い企画が

あればその活用について検討実施

したいとされており、市としても

活性化に向けた有効活用を図って

もらえるよう、働きかけていきま

す。[都市開発室] 
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６ 広域化/広域連携 

項目名 提 案 内 容 市の考え方[所管課] 

農業共済事

業の近隣自

治体との共

同化 

[未来市民] 

農業共済事業を広域行政事務組合

化することにより、人件費を削減

できる。また、自治体をまたいだ

組合員の交流や研修等により、営

農者の技術や意欲の向上にもつな

がる。 

現在、兵庫県が、平成 32年４月を

目標に、農業共済事業の県１組合

化に向けた取り組みを進めている

ところです。 

[農水産課] 

水道事業に

係る広域連

携の推進に

ついて 

[民主連合] 

「兵庫県水道事業のあり方に関す

る報告書」を踏まえ、兵庫県下９

ブロックにおいて広域連携等の議

論が始まっている。本市が参画す

る東播磨ブロックにおいても、ソ

フト・ハード両面で今後検討すべ

き課題が整理されているが、ひと

まずは短期的な検討課題であるソ

フト面の連携方策６項目につい

て、東播磨ブロック唯一の中核市

として議論の牽引役を担いつつ、

実施可能な項目から順次具体的な

作業に着手していってほしい。 

現在、県を中心に、地域ごとに共

通する業務の効率化を進めるな

ど、どのような事業連携ができる

のか、意見交換会や勉強会を開催

し、前向きに検討を進めていると

ころです。 

引き続き、国や県の動向を注視し

ながら、調査、研究を進めます。 

[水道局] 

 


